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平成１８年１１月７日 

 

「地域密着型金融推進計画」の進捗状況について 

 

 

武蔵野銀行（頭取 三輪克明）では、１７年８月に策定･公表しました「地域密着型金融推進計画」の進捗状

況を別紙のとおり取りまとめましたので、お知らせします。 

 

平成１７年４月から平成１８年９月までの１年６か月間についての実績を取りまとめたもので、当行が目指

す「地域貢献度Ｎｏ．１銀行」、「埼玉県民のベストリテールバンク」に向け、殆どの項目でスケジュール通り

順調に進捗しております。 

特に、重点的に取組んだ項目と実績は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．経営相談・支援機能の強化 

    地元企業に対し相談・情報提供等の支援業務を継続して実施したほか、上場による資金調達を指向する企

業向けに「むさしの地域活性化ファンド２号投資事業有限責任組合」を新たに設立するなど、それぞれの企

業ニーズに合わせたコンサルティング活動を展開いたしました。 

＜ビジネスマッチング業務：成約５６件、海外進出支援業務：情報提供１３７件、Ｍ＆Ａ業務：相談１２４

件（うち成約２件）、企業年金(401k)の導入：３社、市場誘導業務：２４社＞ 

 

２．新たな金融手法への取り組み 

１８年８月に埼玉県内企業に対するシンジケートローンにおいて初めて当行単独主幹事を獲得したほか、地

元自治体のＰＦＩ等のプロジェクトファイナンスにも積極的に参画するなど、新たな金融手法のノウハウの蓄

積・高度化を図り、多様な資金調達手法の提供に努めました。 

＜シンジケートローン案件組成４件６４億円（共同主幹事含む）、ＰＦＩ参加４件４５億円＞ 

 

３．事業再生に向けた積極的取組み 

 本部専担部署と営業店が連携の上、「経営改善計画」の策定支援など、個別企業ごとに肌目細かな再生支援

を実施した結果、数値目標に対する実績は以下のとおりとなりました。 

＜数値目標＞ 

債務者区分のランクアップ先数 

 

目標：３００先（１７･１８年度の２年間累計） 

実績：２３６先（１７年４月～１８年９月） 

不良債権比率 

 

目標：３％未満（１９年３月末） 

実績：３．０８％（１８年９月末、１７年３月末比△０．７４％）

 

平成１５･１６年度のいわゆるリレバン計画期間中に本部支援態勢を整備したことに加え、同期間中に培っ

たノウハウが銀行全体に浸透されたことにより、本部･営業店での取り組み姿勢が一層向上し、各項目の成果に

つながりました。今後もこうした取り組みを継続することにより、地元経済の発展・活性化やお客さまの満足

度向上に向け努力していく所存であります。                   
 以 上 
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Ⅰ．地域密着型金融推進計画の進捗状況の概要 

 

１．事業再生・中小企業金融の円滑化 

（１）進捗状況 

創業・新事業支援、経営相談、事業再生、新たな金融手法等に関し、それぞれの専担部署において外部専門機関や産学官との連携強化を含め一層の

体制強化・高度化を進めております。 

さらに、事業再生支援や各種経営相談への対応、多様な資金調達手段の提供などに関して、行員個々人のスキルアップと組織内のノウハウ蓄積に向

け、行内研修の開催や地銀協等外部講座への派遣などを実施いたしました。 

《経営相談支援》 

ビジネスマッチングやＭ＆Ａ、企業年金（401ｋ）などの既存業務の高度化を図りましたほか、上場による資金調達を目指す企業向けに「むさしの地

域活性化ファンド２号投資事業有限責任組合」を新たに設立するなど、それぞれの企業のニーズに合わせたコンサルティング活動を展開しております。 

項目 Ｍ＆Ａ ビジネスマッチング 企業年金(４０１ｋ) 海外進出支援 市場誘導業務

実績 

（17年4月～18年9月）
案件相談124件、成約2件 成約56件 導入3社 情報提供137件 証券会社への紹介24 社 

《中小企業金融の円滑化》 

担保保証に過度に依存しない融資の推進のため、無担保且つ第三者保証人不要の「スコアリング商品」の品揃えおよび商品性を拡充いたしました（18

年 9 月現在 11 商品）。また「財務制限条項付融資」で無担保の「相対コミットメントライン」を新たに導入するなど、地元企業への資金提供手段を一

層充実いたしました。 

 16 年 3 月末 17 年 3 月末 18 年 3 月末 18 年 9 月末 

スコアリング商品合計（累計件数） 
累計実行金額＜億円＞ 

（9,821） 
２，０７２ 

（15,739） 
３，２０１ 

（20,390） 
４，０４２ 

(21,821) 
４，３００ 

《新たな金融手法》  

シンジケートローンのアレンジャー業務（案件組成）については、18 年 8 月に埼玉県内企業に対して初めての当行単独主幹事を獲得したほか、共同

アレンジャーとしての実績も挙げております。またノンリコースローンや地元自治体のＰＦＩへの融資などのプロジェクトファイナンスにも積極的に

参画し、新たな金融手法のノウハウを着実に蓄積・高度化しております。 
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《事業再生支援》 

本部専担部署「企業経営支援室」と営業店が連携の上、「経営改善計画」の策定支援、Ｍ＆Ａや会社分割を含めた財務面や経営面のアドバイスなど、

個別企業ごとに再生支援を実施しております。 

「経営計画策定支援システム」を活用した再生支援である「企業診断・中長期経営計画」の作成につきましては、17 年度通期の５８７先に続き、18 年

度上期は２４８先実施いたしました。 

また、中小企業再生支援協議会や県内金融機関等と共同設立した「埼玉中小企業再生ファンド」の活用、政府系金融機関、信用保証協会との連携を

さらに強化し再生支援に取り組んでおります。 

これらの取組により、債務者区分のランクアップや不良債権比率において、当初計画どおりの成果が得られております。 

＜数値目標＞ 

【ランクアップ先数】                          （ ）内は期間計画 

 計画期間目標 

17 年 4 月～19 年 3月 

17 年 4 月 

～18 年 3 月 

18 年 4 月 

～18 年 9 月 
計 達成率 

ランクアップ先数 ３００ 
（１５０） 

１６１ 

（７０） 

７５ 

（２２０） 

２３６ 

（107.3％）

78.7％ 

【開示不良債権比率】 

 19 年 3 月目標 17 年 3 月末 18 年 3 月末 18 年 9 月末 

不良債権比率（再生法ベース） ３％未満 ３．８２％ ３．２１％ ３．０８％ 

 

（２）進捗状況に対する分析・評価 

新商品・サービスの開発、外部との連携を含めた経営支援や情報提供の高度化に前向きに取組んだ結果、全体として順調に進捗し、行員のレベルア

ップも着実に図られてきております。 

また、顧客への説明態勢の整備や苦情処理機能の強化に関しても、マニュアルの高度化や営業店現場への周知徹底等、計画通りに進捗しております。 

今後も高付加価値かつ顧客満足度の高い、当行独自のビジネスモデルの確立を目指して参ります。 
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２．経営力の強化 

（１）進捗状況 

 《ＩＴの戦略的活用》 

ＩＴの活用に関しましては、18 年１月に「じゅうだん会地銀共同版システム」への移行が完了し、特に大きなトラブル等もなく順調に稼動しており

ます。今後も「共同化推進室」を通じて、参加各行との連携強化や行内調整等を行い、円滑なシステム運営と高度利用を推進してまいります。 

また「偽造キャッシュカード問題」にも万全を期すため、ＩＣカード対応ＡＴＭについては 18 年 9 月までに全店舗への設置を完了するとともに、「イ

ンターネットの不正利用」への対策として、インターネットバンキングのセキュリティ強化を実施いたしました。 

 《リスク管理態勢の充実、ガバナンスの強化》 

内部管理体制に関しましては、18 年 4 月にバーゼルⅡ対応について内部格付手法への移行を目指しプロジェクトチームを発足、外部コンサルタント

やシステムベンダーを交えてシステム構築に着手したほか、財務報告等に関する内部統制につきましても、コンサルタントの知見も得て知識・ノウハ

ウの高度化を図り、プロジェクトチーム組成（18 年 10 月）の準備を進めました。 

また 18 年 6 月の株主総会にて新たに専門知識を有する社外監査役 2名（会計士・弁護士）を選任し、ガバナンスの強化を図りました。 

《その他の経営力強化項目》 
  個社別採算管理の実施などの収益管理態勢の整備や法令遵守態勢の強化に関しましても、概ね順調に進捗しております。 

 
（２）進捗状況に対する分析・評価 

共同版システムの運用が円滑に進んでいるほか、バーゼルⅡや内部統制に関する行内体制を整備するなど、当初の計画通り順調に進捗していると考

えております。 

今後は、共同版システム参加各行との連携を十分図りつつ、システムのレベルアップを図るとともに、収益管理体制、内部管理体制の高度化に向け、

積極的に取組んでいく方針であります。 
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３．地域の利用者の利便性向上 

（１）進捗状況 

《地域貢献に関する情報開示》 

財務内容や地域貢献の状況などに関する情報開示につきましては、地域の利用者にわかりやすくタイムリーな情報提供を継続的に行うことが重要で

あるとの認識から、記者会見やホームページのリニューアル、ディスクロージャー誌の充実等を通して詳細な情報開示を実施いたしました。 

《地域の利用者の満足度を重視した金融機関経営の確立》 

埼玉県に特化した活動を継続するとともに、地域の利用者から寄せられた意見、提言、苦情等を専担部署で取りまとめ、主要会議等でその対応策を

協議、役員に報告し、事後の施策に活かすなど、顧客ニーズに則した対応を実施いたしました。 
《地域再生推進のための各種施策との連携等》 

地域再生活動につきましては、新たに区画整理組合と保留地担保に係る協定を締結し、区画整理事業職員への勉強会を実施するなど、保留地購入者

の利便性向上に努めました。また地元の公共施設へのＰＦＩ事業についても、新たにアレンジャー業務への参入を検討するなど、積極的に取組んでお

ります。 

 
（２）進捗状況に対する分析・評価 

情報開示に関する検討結果を反映した対応を実施したほか、利用者の要望等の施策への反映、さらには地域再生推進に関しましても、区画整理事業

の進捗への資金的な支援など、概ね順調に進捗していると評価しております。 

これ以外にも、サッカーＪリーグチーム「大宮アルディージャ」のオフィシャルスポンサーとなったほか、埼玉県に対して障害者用のバスを寄贈す

るなど、地域貢献に努めてまいりましたが、引続き利用者の利便性向上、地域経済への貢献に向け、積極的に取組んでいく所存であります。 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ．「地域密着型金融推進計画」個別項目毎の進捗状況 
 

項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（１）創業・新事業支援機能等の強化 

ベンチャー企業向け業務の外部機関との連携等 

・投融資ファンドの積極的な取扱いや、政府系

金融機関との連携により、今後成長が見込め

る企業の資金需要に対して様々な調達手段を

提供。 

・こうした取組みにより、成長性の高い企業を

育成し、地域経済活性化に貢献していく方針。

・投融資ファンドの推進。 

・成長企業の情報収集と支援活

動。 

・政府系金融機関との連携。 

・左記取組みを継続。 

・新たな投資ファンドの組成を検

討。 

・ むさしの地域活性化ﾌｧﾝﾄﾞ（投資ファ

ンド）12件 273 百万円の投資決定（審

査中７件 160 百万円）。18 年 7 月新た

な投資ファンドを設立。＜15 年 12 月

取扱い開始以来の累計実績 17 社 373

百万円＞ 

・ 国民生活金融公庫へ案件取次（2件）。 

・ 日本政策投資銀行と地域経済活性化

の意見交換、案件相談実施（1件）。 

・ 中小企業金融公庫との取引先同行・案

件相談実施(1 件)。 

・ 成長企業の支援活動推進のため企業

訪問を実施(422 件)。 

産学官のさらなる連携強化等 

・産学官の連携を強化するほか「産業クラスタ

ーサポート金融会議」等を通じて、地域特性を

踏まえた高付加価値の製品・サービスを創出す

る新たな事業を育成すべく取組む。 

 

 ・埼玉県創業・ベンチャー支援セ

ンターや埼玉県中小企業振興

公社等公的機関との連携。 

・県内工科系大学との連携による

取引先の技術ニーズ支援（埼玉

大学助教授との帯同訪問等）。

・中小企業基盤整備機構との連

携。 

・産業クラスターサポート会議へ

の参画。 

・左記取組みを継続。 

 

・ 埼玉県創業・ベンチャー支援センター

と「彩の国ﾍﾞﾝﾁｬｰﾏｰｹｯﾄ」を共催(17 年

8 月)。 

・ 中小企業振興公社と展示商談会「彩の

国ﾋﾞｼﾞﾈｽｱﾘｰﾅ 2006」を共催（18年 2月）。 

・ 東洋大学・埼玉工業大学、中小企業基

盤整備機構と業務提携締結。 

・ 取引先と大学のビジネスマッチング

を実施（東洋大学4件、埼玉大学1件）。 

・ 埼玉工業大学の研究施設見学会開催。 

融資審査態勢の強化 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

 

・融資審査能力の向上のため、通信講座、各

種研修会の実施や本部審査部門での融資審

査トレーニーの実施、業種別審査態勢の整

備を通して、創業・新事業支援のための機

能強化を図っていく。 

・業種別新規開拓専担者制を拡充、業種毎の専

門的な知識を習得し、企業に対する「目利き」

能力向上を図る。 

・業種別審査態勢の整備・強化。

・通信講座の推奨、各種研修会の

実施。 

・地方銀行協会等専門講座への派

遣。 

・左記取組みを継続。 

・本部審査部署における融資審査

トレーニーの実施。 

・業種別等新規開拓専担者として「医療･福

祉チーム」(17年4月)、「事業金融チーム」

（17年 10 月）、「環境関連チーム」（18年

4月）を法人部内に新設。 

・業種別審査の運用を継続実施。 

・融資審査トレーニー4名実施。 

・通信講座198名受講、休日セミナー2講座87

名参加。地銀協専門講座へ15名派遣。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 

大項目 
取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（２）取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 

①取引先企業に対する経営相談・支援機能の強化 
・良質な情報の収集・蓄積、高度な相談にも

対応できるスタッフの充実、外部機関との

提携等を進め、地元中小企業の経営強化・

地域経済活性化に向け、経営相談・支援機

能の強化に取組んでいく方針。 

・従来の取組みの見直しと機能強化

に向けた推進検討。 

・取引先企業のニーズや情報の収

集・蓄積と把握。 

・顧客ニーズに応じたコンサルティ

ングの実施。（ビジネスマッチン

グ等の情報提供や海外進出支援、

Ｍ＆Ａ等） 

・セミナー参加等による本部担当者

のスキルアップ。 

・左記取組みを継続。 

・前年度の取組みの検証に基づく推

進態勢の再検討。 

・証券会社 4 社との提携による「市場誘導

業務」の取扱いを 17 年 11 月開始（実績

24件）。 

・法人コンサルティングサービス（海外進

出支援、Ｍ＆Ａ，法人ＦＰ）については

帯同訪問による提案を継続実施。 

＜海外進出支援業務：取引先訪問 189件、

情報提供 137 件、Ｍ＆Ａ業務：案件相談

124 件、成約 2 件、ビジネスマッチング

業務：成約56件＞ 

・企業年金(401Ｋ)の新たなプラン（企業総

合型）を取扱い開始(17年 5月)。 

・本部担当者のスキルアップを目的に各種

セミナーに参加。 

②要注意先債権等の健全債権化に向けた取組みの強化及び実績の公表 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

 ・地元企業の不良債権の新規発生防止と再生支

援に向けた取組みを一段と強化し、地域経済

の安定化に貢献する方針。 

・具体的には企業経営支援のサポート機能を強

化するために、本部専担者・営業店担当者の

さらなる能力・スキルの向上を図りつつ、よ

り抜本的な経営改善に向けての支援を強化

し、要注意先債権等の健全化及び不良債権の

新規発生防止に努める。 

・実績については積極的に公表するとともに公

表内容の拡充について検討していく方針。 

・19年 3月末不良債権比率目標：3％未満 

・支援対象先の債務者区分ランクアップ先数目標 

：2年間累計300先 

・営業店が選定した支援対象先につ

いて本部専担部署による取組み状

況の検証。 

・中小企業再生支援協議会、政府系

金融機関、外部コンサルタントと

の連携、各種機能の活用。 

・「経営計画策定支援システム」の一

層の活用。 

・キャッシュフロー重視のモニタリ

ング強化。 

・実績公表、公表内容の拡充検討。

・左記取組みを継続。 

・公表内容の拡充検討、実施。 

・営業店担当の経営改善支援対象先 1,016

先に対する取組方針の検証実施。 

・支援システムを活用した再生支援 「企業

診断・中長期経営計画」の作成  835先。 

・本部専担者の営業店への臨店頻度を増や

し、モニタリングの強化に取組んでいる。 

・継続的な実績の公表、公表内容の拡充検

討。 

  

 支援対象先 646先のうち236先の債務者

区分がランクアップ 

18年 9月末不良債権比率 3.08％ 

(17年 3月末比△0.74％) 

 

＜関係機関との連携並びに活用は「(3)事業

再生に向けた積極的取組み」に記載＞ 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（３）事業再生に向けた積極的取組み 

事業再生に向けた積極的取組み 

・「事業再生」に関しては地域金融機関として、

経営をどう立て直していくかを取引先とと

もに考え、支援していくことが最優先すべ

き課題と認識。 

・このような認識のもと体制強化を図ってい

るが、着実に実績が上って来ており、今後

もノウハウの行内共有化を図りつつ、引き

続き様々なスキームやチャネルを駆使して

再生支援の早期実現に向けた積極的取組み

を行う方針。 

 

 

 

 

・支援対象先の選定、支援策の検

討。 

・中小企業再生支援協議会、政府

系金融機関、埼玉県信用保証協

会との連携強化等による再生

支援。 

・ＤＩＰファイナンス等の活用拡

充検討。 

・整理回収機構の再生機能の活用

検討。 

・サービサー・ファイナンス会社

との連携強化。 

・「地域中小企業再生ファンド」

組成への出資検討（中小企業再

生支援協議会、県内金融機関と

連携）。 

 

・支援対象企業の洗い替え。 

 

・左記取組みの継続。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支援対象先の選定、営業店支援策の検

証・指導の実施。 

・中小企業再生支援協議会、政府系金融

機関、埼玉県信用保証協会との連携に

よる支援実施。       

＜再生支援協議会＞   2 件    

＜中小企業金融公庫＞   1 件 

＜埼玉県信用保証協会＞71 件  

・ＥＸＩＴファイナンスの取扱い 1件。 

・ 中小企業再生支援協議会・中小企業基

盤整備機構･埼玉県信用保証協会･県

内金融機関と連携し、｢埼玉中小企業

再生ファンド｣を設立（17年 11 月）。 

  

 

再生支援実績に関する情報開示の拡充、再生ノウハウ共有化の一層の推進 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

 

・事業再生支援の取組み事例を取り纏め、顧

客了承のもと可能な限り情報開示を検討

する。 

・再生支援実績の公表。 

・事業再生成功事例集や企業再生

マニュアルの作成検討。 

・左記取組みの継続。 

・事業再生成功事例集や企業再生

マニュアルの開示検討、実施。

・再生支援実績の公表。 

・「事業再生成功事例集」、「企業再生マ

ニュアル」を作成中。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（４）担保・保証に過度に依存しない融資の推進等 

①担保・保証に過度に依存しない融資の推進 

 

・リレバン期間中に得たノウハウを生かし、

地域の中小企業等に円滑な資金供給を行う

ため、スコアリング商品を中心とした担

保・保証に過度に依存しない融資への取組

みをさらに積極化する。 

・また、企業の将来性や技術力に着目した融

資手法の検討や信用リスク管理の高度化な

ど、手法を拡充していく。 

・包括根保証は、既存分の見直しを進める。

・スコアリングモデルを活用した

商品の拡充、スコアリングモデ

ルの更改。 

・財務制限条項、知的財産権担

保・動産担保及び債権譲渡担保

活用のための手法検討。 

・与信先管理制度の改定等、ロー

ンレビュー（貸出後の業況把

握）の徹底。 

・信用リスクデータベースの整

備・充実・活用。 

・既存包括根保証の見直し。 

 

 

 

・左記取組みを継続。 ・スコアリング商品の拡充（4商品）。 

＜個人キャラクター保証ファンド(17 年 6

月)、借換保証ファンド(9 月)、ポプラ（10

月）、スーパー企業力（18 年 1月）＞ 

・スコアリング商品（11 商品）の実行実績

6,082 件 1,099 億円。 

・スコアリング商品に関する県内商工会議所

等（24 先）との提携。 

・財務制限条項付融資商品を 17 年 10 月取扱

い開始(実績 66 件 113 億円)。 

・知的財産担保融資について日本政策投資銀

行と情報交換、案件相談実施。 

・埼玉県「中小企業の資金調達手段多様化に

関する検討会」への参画。 

・与信先管理制度の改定について継続検討。 

・千葉県信用保証協会と新規提携。 

・信用リスクデータの蓄積と地銀協共同デー

タとの比較分析を継続実施。 

・既往個人包括根保証徴求先について、極度

付根保証への切替え等、見直しを実施。 

②中小企業の資金調達手法の多様化等 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

 

・一括決済業務、ノンリコースローン等、新た

な金融手法の研究をさらに進めるとともに、

外部機関と提携し、ノウハウの蓄積・高度化

を図る。 

・また、本部担当部署の増員も含めた体制面の

強化を実施し、地域の中小企業に対して多様

な資金調達手段の提供を行っていく方針。 

・シンジケートローン案件組成

（協調アレンジ及び単独アレ

ンジ）。 

・ノンリコースローンへの取組み

強化、個別案件の発掘。 

・一括決済業務ニーズ先の案件発

掘と推進強化。 

・本部担当部署の機能強化。 

 

・左記取組みを継続。 

 

 

・ シンジケートローン案件組成 

（単独アレンジ 1件、協調アレンジ 3件、

合計 64 億円の組成） 

・ ノンリコースローン実行 

（8件、186 億円実行） 

・ 一括決済業務の案件発掘 

（導入済み 2 件） 

・新たな金融手法に関する本部担当部署とし

て法人部内に「事業金融チーム」を新設（17

年 10 月）、18 年 4 月から 3 名へ増員し機

能強化。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（５）顧客への説明態勢の整備、相談苦情処理機能の強化 

①顧客への説明態勢の整備 

・各種手順の規定化や顧客がより理解しやす

い説明態勢を構築するための説明資料の作

成等を実施。 

・規定したルールの遵守徹底。 

・顧客説明資料及び説明プロセス

を主体としたマニュアル等の

制定。 

・説明実施に係るチェック態勢の

整備（詳細な説明記録票の制定

等）。 

・制定した顧客説明資料及びマニ

ュアルの運用に係る研修、指導。

・説明実施に係るチェック態勢の

運用状況の検証。 

・「顧客説明資料」及び「与信取引説明

マニュアル」を作成。 

・金利スワップローン等の商品内容・リ

スクを平易に解説した専用の顧客説

明資料を作成。 

・説明実施に係るチェック機能を万全と

するため「説明記録票」を作成。 

・融資課長研修会等において上記制定マ

ニュアル等の運用を徹底。 

・ビデオによる顧客説明に関する全店店

内研修会を実施。 

・金利引き上げ時の顧客向け説明文書の

制定。 

②相談苦情処理機能の強化 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

・融資取引に関する相談苦情への対応ルール、

手順等をより明確化し、処理機能の強化を

図る方針。 

・苦情事例のフィードバック。 

・要因分析と再発防止策のさらな

る強化。 

・本部監査による苦情対応状況の

検証。 

・「貸し渋り・貸し剥がしホット

ライン」へ寄せられた相談苦情

に対する対応ルールの明確化。

・苦情事例のフィードバック。 

・要因分析と再発防止策のさらな

る強化。 

・本部監査による苦情対応状況の

検証。 

 

・半期ごとの営業店への苦情事例のフィ

ードバックを継続実施。 

・本部監査による苦情対応状況の検証実

施。 

・「融資案件否決・取下げ記録簿」を改

定し、理由・経緯等の記録・管理を徹

底。 

・「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」

へ寄せられる相談苦情の対応ルール

を明確化。 

・「与信取引説明マニュアル」のＱ＆Ａ

を作成し、早期段階での苦情発生防止

に取組んでいる。 
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項目  具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（６）人材の育成 

事
業
再
生
・
中
小
企
業
金
融
の
円
滑
化 

・営業店担当者を中心に、事業の将来性を見極

める能力、経営支援・相談に応える能力を涵

養する。 

・また、事業再生については、本部専担者のレ

ベルアップを図るなど、事業再生・中小企業

金融の円滑化に向けた能力向上を図る。 

・休日セミナーを含む各種行内研修

会の開催。 

・通信講座の推奨。 

・地方銀行協会等、外部講座への派

遣。 

・左記取組みを継続。 

・融資トレーニーの実施。 

・ 休日セミナーを5講座（金融検査マニュ

アル別冊講座、企業観相研修会、法人取

引スキルアップ研修会、事業再生・債務

者区分ランクアップ研修会、業種別財務

講座）、延べ10回開催（参加人員計411

名）。 

・ 通信講座3講座198名受講。 

・ 本部集合研修（財務分析基礎講座）実施

（延べ2回開催、参加人員計56名）。 

・ 地銀協専門講座5講座へ15名派遣。 

・ 本部審査部署にて融資審査トレーニー

を実施。（対象：営業店行員4名） 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（１）リスク管理態勢の充実 

①新自己資本比率規制（バーゼルⅡ）対応 

・自己資本比率算出方法の精緻化に向け、信

用リスク計測手法（標準的手法・内部格付

手法）の対応策を検討するとともにオペレ

ーショナルリスクを含めたリスク算定の態

勢を整備する。 

・リスク管理の高度化及び情報開示拡充に向

け、信用リスク管理の高度化を図るととも

に、情報開示に係る態勢を整備する。 

・自己資本比率規制対応の具体的

方向性（採用手法）の決定。 

・｢自己資本比率算出方法の精緻

化｣、「リスク管理の高度化」、

「情報開示拡充」に関する具体

的対応項目の抽出。 

・リスク管理に関する情報開示

（自己資本比率とその内訳、各

リスク量とその計算手法等）の

検討。 

・信用リスク標準的手法への対応

（情報収集、処理方法の確定）

を行うとともに、将来的な信用

リスク内部格付手法採用に向け

た対応（行内態勢、格付制度等

の見直し）を検討する。 

・自己資本比率算出のためのシス

テム対応。 

・リスク管理に関する情報開示（自

己資本比率とその内訳、各リス

ク量とその計算手法等）の検討。

・ 自己資本比率規制対応の具体的方向

性（採用手法）を決定。 

信用リスク：標準的手法（行内態勢を

整備のうえ、基礎的内部格付手法へ移

行する予定） 

オペレーショナルリスク：基礎的指標

手法     

・ 本部専担者によるプロジェクトチー

ムを組成（18年 4 月専担者 3名）する

とともにコンサルタント会社と契約、

推進態勢を整備（18 年 2月）。 

・ システムベンダーを活用し、自己資本

比率算出のためのシステム構築に着

手。 

・ 内部格付手法への移行スケジュール

を決定（18年 9月）。 

 

 

②信用リスク管理の高度化 

経
営
力
の
強
化 

・信用リスクデータベースの一層の整備・充

実。 

・信用格付モデルの更改を検討。 

・ポートフォリオ管理基準の策定。 

・信用リスク情報統合システムへ

のデータ蓄積及び共同データ

と自行データのさらに精緻な

比較分析の実施。 

・格付モデル更改の検討。 

・信用リスク情報統合システムへ

のデータ蓄積及び共同データと

自行データのさらに精緻な比較

分析の実施。 

・格付モデル更改の具体化。 

・的確なポートフォリオ管理のた

めの管理基準の策定。 

・信用リスクデータの蓄積、当行データ

と地銀協共同データとの比較分析を

継続実施。 

・現状の信用格付モデルの検証を実施。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（２）収益管理態勢の整備と収益力の向上 

・収益管理態勢の整備に向け、システム面は

総合採算システム導入の過程で整備、また、

体制面はシステム共同化移行後に見直しを

実施していく方針。 

・信用リスクに見合った金利設定を行ってい

くための体制整備。 

・システム共同版総合採算システ

ムの導入。 

・業績評価、ＡＬＭ運営手法、信

用コスト管理等の見直し。 

・リスクに見合った金利設定のた

めの内部基準の見直し。 

 

 

・システム共同版総合採算システ

ムの定着。 

・総合採算管理体制の確立。 

・個人向け信用コストの導入。 

・リスクに見合った金利設定のた

めの内部基準の見直し。 

・ 18年1月からシステム共同版総合採算

システムを導入。本部内プロジェクト

チームを組成し稼動済み。 

・旧システムと共同版システムとの差異 

分析実施。 

 

（３）ガバナンスの強化 

経
営
力
の
強
化 

・内部管理体制を整備し、有価証券報告書等

において財務内容の適正性について確認を

行うなど、ガバナンスの強化に努める。 

・１８年３月期より証券取引法上の「確認書」

を添付する。 

・１７年３月期分の有価証券報告

書に東京証券取引所適時開示

規則に基づく「有価証券報告書

等の適正性に関する確認書」を

添付。 

・有価証券報告書等記載内容の点

検・確認項目を確定。 

・行内各部の内部確認制度の構

築。 

・監査部による検証体制の構築。

 

 

 

 

 

・１８年３月期分の有価証券報告

書に証券取引法上の「確認書」

を添付。 

・内部確認制度、行内検証体制の

レベルアップを図り、財務内容

の適正性の確認体制を確立。 

・17 年 3 月期有価証券報告書について東

京証券取引所適時開示規則に基づく

「有価証券報告書等の適正性に関す

る確認書」を提出。 

・有価証券報告書等記載内容の点検・確

認項目を確定。 

・内部統制システム構築のための行内勉

強会を開催（17 年 10 月、約 60 名参

加）。 

・財務報告に係る内部統制システム構築

に向け、コンサルティング会社と契約

締結（17 年 12 月）。 

・「有価証券報告書等作成手続きに関す

る規定」を制定。 

・有価証券報告書記載内容についてのチ

ェックリストを作成、運用開始。さら

に、内容についての監査を経て、18

年 3 月期の有価証券報告書に「確認

書」を添付。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（４）法令等遵守態勢（コンプライアンス）の強化 

①営業店に対する法令等遵守状況の点検強化等 

・自己点検や本部監査の内容を拡充するととも

に、継続的に研修を実施することにより各人

のコンプライアンス意識を向上させ、不祥事

件等の未然防止態勢を充実させていく方針。

・自己点検の継続実施。 

・監査部監査を通じた法令遵守状

況等の検証手法の充実。 

・コンプライアンス意識醸成のた

めの研修等強化。 

・内部管理担当部署連絡会の継続

開催。 

・左記取組みを継続。 

 

・営業店全行員が半期ごとのコンプラ

イアンス自己点検を継続実施。 

・監査部の監査マニュアルを改正し、

法令遵守状況の検証手法を充実。 

・監査部によるテーマ別監査（金融商

品販売態勢適切性の検証、融資先に

対する取引の適切性確保）を実施。 

・「証券業務コンプライアンスの基礎知

識」を制定し、周知徹底。 

＜教育・研修は（４）②「適切な顧客

情報の管理・取扱い」に記載＞ 

②適切な顧客情報の管理・取扱いの確保 

・顧客情報の取得、データ処理を行っていく各

段階で安全管理措置を浸透させ、より一層、

顧客情報の適切な管理・取扱いを行う方針。

 

経
営
力
の
強
化 

 

 

 

 

・顧客データ管理に係る細則、手順

書等の見直し。 

・還元資料の通知方法、保存期限等

の見直し。 

・個人情報の開示、訂正、削除等、

法の求める顧客対応の定着化。 

・外部委託先管理態勢の整備充実。

・安全管理態勢の検証実施とフィー

ドバック。 

・従業員に対する教育、研修の継続

実施。 

・左記取組みを継続。 

・システム共同化を踏まえた態勢面

の見直し。 

・本部各部が所管する個人データ資

料の管理台帳について、適宜見直

しを実施。 

 

・「個人情報保護規程」、「顧客情報漏洩

事案等に対する規則」等、顧客デー

タ管理に係る規定、細則の制定。 

・還元資料の一部廃止を実施。18 年 4

月からコムフィッシュ等本部集中保

管体制を構築。 

・法の求める個人情報管理体制を強化す

るため、示達とともに行内ＬＡＮ等を

利用して営業店への周知徹底を実施。 

・外部委託先との契約内容の見直し及

び委託先管理台帳の整備を実施。 

・監査部、事務部による顧客情報管理

状況の検証実施。 

・情報管理の再徹底を目的とした臨時

支店長会議を開催（17 年 8 月）。 

・「個人情報ハンドブック」を全部店に

配布、全店統一ビデオ研修（個人情

報保護法の対応）実施。 

・ システムセキュリティ面では情報漏

洩防止ソフトウェアを導入したほ

か、システム全般(ATM、営業店端末

等)使用時のデータ送信についてネ

ットワーク回線の暗号化を準備。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（５）ＩＴの戦略的活用 

経
営
力
の
強
化 

 

・新システム移行への準備と移行後の早期定着

化に万全を期すと同時に、移行に伴う顧客負

荷の極小化及び利便性の維持に傾注。 

・顧客保護の観点からキャッシュカードの不正

使用防止を目的としたシステム投資を行うと

ともに、新システムの戦略的活用や投資のさ

らなる適正性の確保に向けた取組みを検討す

る方針。インターネットバンキングの不正使

用等に対する安全対策を検討する予定。 

・新システム移行作業、移行に伴

う行員教育の実施。 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ取引の安全対策と高度

化の検討、実践。 

・顧客データベースの拡充。 

・ＩＣカード導入。生態認証機能

付カード導入の検討。 

・新システムによる業績評価の見

直し検討。 

・顧客データベースの高度化検討。

・業績評価の見直し、精度向上。

・ＩＴ投資評価スキームの検討（投

資前及び投資後の有効性・効率

性の検証）。 

 

・新システム移行作業、移行に伴う行

員教育を実施、18 年 1月「共同版シ

ステム」へ移行完了。 

・18 年 4 月に総合企画部内に「共同化

推進室」（3名）を新設し、新システ

ムの利用高度化を図る体制を整備。 

・インターネット取引の安全対策を実

施（可変パスワード、ソフトウエア

キーボードの導入）。 

・マルチペイメントの民間・地公体対

応を実施。 

・18 年 2 月からＩＣカードの発行、Ｉ

Ｃカード対応のＡＴＭ機の導入を実

施、18 年 9月全店設置完了。生態認

証機能の導入について準備。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（１）地域貢献に関する情報開示 

 

これまでの２年間の結果を勘案しつつ、利用者

をはじめ関係部署、営業店などの意見を参考

にしながら、開示方法・項目に関する見直し・

充実を図る。 

＜目標＞ 

・地域への資金提供方法が、利用者からより理

解されるよう開示内容、媒体の活用方法・啓

蒙活動の見直しを図る。 

・利用者からの頻度の高い質問や相談等の回答

事例を作成し、ホームページ等で公表する。

・情報開示項目、説明方法等に関

する具体策検討。 

・利用者からの意見収集と「よく

ある質問」等のホームページコ

ンテンツの検討、開設。 

・地域貢献に関する情報開示の実

施。 

 

・利用者からの意見等を情報開示

に反映。 

・「よくある質問」等のホームペー

ジコンテンツの充実。 

・地域貢献に関する情報開示の一

層の充実。 

 

・地域貢献に関する情報開示をディスク

ロージャー誌、ミニディスクロージャ

ー誌、ホームページで実施。 

・17年9月期ミニディスクロージャー誌、

ホームページにおける地域貢献に関

する情報開示項目の拡充。 

・「利用者からのよくある質問」、「地域

密着型金融推進計画への取組み」及び

「ＣＳＲの取組み」をホームページに

開設。 

（２）地域の利用者の満足度を重視した経営の確立 

地
域
の
利
用
者
の
利
便
性
向
上 

・アンケートの実施と分析により、顧客ニー

ズを正確に把握し、さらに良質な商品・サ

ービスの提供に資する方針。 

・アンケートの対象先、調査項目

等検討。 

・アンケートの実施、分析による

顧客ニーズの把握。 

・店舗移転、新規出店による営業

拠点の拡充。 

・Ｅメール配信によるサービス・

商品情報の提供検討。 

 

 

・アンケート結果に基づく具体的

施策の検討。 

・Ｅメール配信によるサービス・

商品情報の継続的提供。 

 

・既存の営業店備付アンケート「お客様

の声カード」等により顧客ニーズの分析

を実施、分析結果に基づく具体的施策を

実行。 

・顧客利便性を目的に県内店舗ネットワ

ークの再構築を検討、実施中。 

・店舗移転２ヶ店、新規出店１ヶ店、統

廃合１ヶ店。 

・インターネットのローン商品比較専用

サイトに商品情報（無担保ローン商品）

を提供。 
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項目 具 体 的 取 組 み 進捗状況 
大項目 

取組み方針・目標 17 年度 18 年度 18 年 9 月末現在 

（３）地域再生推進のための各種施策との連携等 

地
域
の
利
用
者
の
利
便
性
向
上 

 

・的確な情報収集に努め、事業の妥当性を見極

めつつ積極的に支援する方針。 

・県内事業案件は、基本的に全て参入活動を展

開する。 

・県内区画整理事業案件の情報収

集、関与案件の拡充。 

・県内地公体のＰＦＩ取組み状況

の把握、シェアイン活動推進。

 

 

・左記取組みを継続。 

・外部有力機関との連携強化。 

・区画整理事業組合との融資取扱いに 

関する協定書締結 30 件。 

・区画整理事業職員向けの勉強会実施 

（48 回）。 

・県内ＰＦＩ事業へシェアイン活動実施

（2件融資契約締結）。 
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Ⅲ．経営改善支援への取組み 

１．体制整備状況 

・15 年 4 月に組織を再編し、「融資部」を「融資第一部」と「融資第二部」に分離、経営改善支援は｢融資第二部｣が所管するととも

に、従来からの｢企業経営支援チーム｣を｢企業経営支援室｣に格上げ、その後リレバン期間中・本計画期間を通じて担当者のノウハ

ウの蓄積をはじめ、一段と態勢を強化しております。 

・本部･営業店一体となって、個別取引先の実態に即した「経営改善計画」の策定支援、Ｍ＆Ａや会社分割を含めた財務面や経営面の

アドバイスなど、個別企業ごとに再生支援に取組んでおります。 

・政府系金融機関、外部コンサルタント等との連携、「中小企業再生支援協議会」の活用等を通じて再生支援の実効性確保に努めてお

ります。 

・さらに、17 年度は埼玉県信用保証協会の再生支援専門部署「企業支援グループ」と連携し、埼玉県制度融資「企業パワーアップ資

金」の活用による支援を新たに開始しました。 

17 年 11 月には中小企業再生支援協議会、県内金融機関等と連携し、「埼玉中小企業再生ファンド」を設立しました。 

 

２．政府系金融機関等との再生支援連携実績 

連携先 17 年度実績 18 年度上期 合  計 

中小企業金融公庫 1 件 0 件 1 件 

埼玉県中小企業再生支援協議会 2 件 0 件 2 件 

埼玉県信用保証協会 35 件 36 件 71 件 

 

３．債務者区分のランクアップ 

○経営改善支援による債務者区分のランクアップ実績 

（詳細は「経営改善支援の取組実績参照」） 

 対象先数 ランクアップ先数 比  率 

17 年 4 月～18 年 9 月 ６４６ ２３６ ３６．５％ 

  ※17 年度・18 年度通期の債務者区分ランクアップ先数目標 300 先に対する達成率 78.7％ 
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（別紙様式２－１）

経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

銀行名 武蔵野銀行
【１７～１８年度上期（１７年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 18,006 13 12

要
注
意
先

うちその他要注意先 2,321 467 187 258

うち要管理先 236 94 35 48

破綻懸念先 493 55 12 31

実質破綻先 221 15 2 12

破綻先 47 2 0 2

合　計 21,324 646 236 363

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１７年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。
・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。
・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。
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経 営 改 善 支 援 の 取 組 み 実 績（地域銀行用）

銀行名 武蔵野銀行
【１８年度上期（１８年４月～１８年９月）】

（単位：先数）

期初債務者数 うち
経営改善支援取組み先　α

αのうち期末に債務者
区分がランクアップした
先数　β

αのうち期末に債務者
区分が変化しなかった先
γ

正常先 17,459 8 8

要
注
意

うちその他要注意先 2,240 314 58 251

うち要管理先 250 58 16 36

破綻懸念先 513 52 1 47

実質破綻先 235 8 0 8

破綻先 47 2 0 2

合　計 20,744 442 75 352

注） ・期初債務者数及び債務者区分は１８年４月当初時点で整理。
・債務者数、経営改善支援取組み先は、取引先企業（個人事業主を含む。）であり、個人ローン、住宅ローンのみの先を含まない。
・βには、当期末の債務者区分が期初よりランクアップした先数を記載。
　なお、経営改善支援取組み先で期中に完済した債務者はαに含めるもののβに含めない。
・期初の債務者区分が「うち要管理先」であった先が期末に債務者区分が「うちその他要注意先」にランクアップした場合はβに含める。

・期初に存在した債務者で期中に新たに「経営改善支援取組み先」に選定した債務者については（仮に選定時の債務者区分が
期初の債務者区分と異なっていたとしても）期初の債務者区分に従って整理すること。

・期中に新たに取引を開始した取引先については本表に含めない。

・γには、期末の債務者区分が期初と変化しなかった先数を記載。

・みなし正常先については正常先の債務者数に計上のこと。
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